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松江市立病院広報誌作成（全面リニューアル）業務委託 

 プロポーザル実施要項 

 

１ 趣旨                                                      

当院が発行する広報誌（田和山だより）について、「分かりやすさ」「親しみやすさ」「信頼

性」を高め、より魅力的で“読みたい”または“手元に残したい”と感じられるものとするた

め、タイトル、内容、デザイン等を見直し、広報誌のリニューアルを図ることとしている。 

こうした目的を実現するため、編集・デザイン等の高度な専門性を有し、広報誌リニューア

ル提案、並びに、リニューアル後の広報誌作成（デザイン・撮影・編集・印刷）を一体的に行

うことが可能な事業者を公募型プロポーザル方式により選定する。 

 

２ 委託業務の概要                                 

（１）業務名 

松江市立病院広報誌作成（全面リニューアル）業務 

（２）業務内容 

   別紙「松江市立病院広報誌作成（全面リニューアル）業務委託仕様書」のとおり 

（３）委託期間 

   契約締結日から令和９年３月３１日まで 

   ※広報誌の発行（当院からの公表、配布）は、令和８年８月から令和９年４月の間に行

うこと（受託者からの納品は３月末日までに完了）とするが、発行回数、発行月、詳

細スケジュール等は、プロポーザル提案を踏まえ、協議のうえで決定する。 

 

３ 提案上限額                                    

提案上限額は、２，００６，０００円（消費税及び地方消費税を含む）とする。 

 

４  参加資格要件                                                     

本業務に関する十分な知識及び技術を有し、次に掲げる要件をすべて満たしている事業者で

あること。 

（１）松江市内に本社または営業所を有すること。 

（２）令和７・８・９年度松江市競争入札参加資格【物品】（業種「印刷類」‐種目「オフセッ

ト印刷」あるいは業種「企画・製作」‐種目「その他」）を有していること。 

（３）松江市による指名停止を受けていないこと。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申し立て又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生開始手続き開始の申し立てがなされ

ていないこと。 
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（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団又は第２条第６号に規定する暴力団員が経営に関与していないこと。 

 

５ 選定スケジュール【予定】                                              

（１）実 施 要 項 等 の 提 示 令和８年６月８日（月）  

※当院ホームページ「入札情報」に掲載する。 

（２）質問書の提出期限（提案者） 令和８年６月１５日（月）１２時まで（必着） 

（３）質問書に対する回答期限（発注者） 令和８年６月１７日（水） 

（４）参加意思表明書提出期 限 令和８年６月１９日（金）１７時まで（必着） 

（５）企 画 提 案 書 の 提 出 期 限 令和８年６月２９日（月）１７時まで（必着） 

（６）一次審査（書面）の実 施   令和８年７月 ２日（木） 

   ※４者以上の応募があった場合 

（７）一次審査結果通知（予定）   令和８年７月 ３日（金） 

（８）プレゼンテーション実施（予定） 令和８年７月 ９日（木） 

※プレゼンテーションの時間については、後日通知する。 

（９）審 査 結 果 通 知 （ 予 定 ） 令和８年７月１０日（金） 

（10）契 約 予 定 日 令和８年７月中旬 

 

６ 質疑応答                                                        

質疑がある場合は、以下のとおり質問書を提出すること。 

（１）提出書類 

・質問書（様式１）   【提出部数：１部】 

（２）提出期限：令和８年６月１５日（月）１２時まで（必着） 

（３）提 出 先：松江市立病院 資産経営課情報システム係 

（４）提出方法：メールで提出すること。 

※件名は「【質問】広報誌作成（全面リニューアル）業務委託プロポーザル」

とすること。 

※会社名、所在地、担当者名、電話、メールアドレスを記載すること。 

※提出に当たっては、必ずメール発信を資産経営課情報システム係に電話で

連絡すること（土・日及び閉庁日を除く）。 

※受付期間を過ぎた場合や、電話や訪問による質問は受け付けない。 

（５）企画提案書の具体的な記載内容、及び評価基準に関する質問については受け付けない。

また、質問を行った者の名称は公表しない。 

（６）回答方法 

令和８年６月１７日（水）までに当院ホームページ「入札情報」に掲載する。個別には

回答しない。 
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※回答した内容は、本実施要項・仕様書の追加及び修正とみなすものとし、回答に対す

る問合せ及び異議申立ては一切受け付けない。 

 

７ 参加申し込み                                                        

（１）提出書類 

・参加意思表明書兼誓約書（様式２）  【提出部数：１部】 

（２）提出期限：令和８年６月１９日（金）１７時まで（必着） 

（３）提 出 先：松江市立病院 資産経営課情報システム係 

（４）提出方法：持参又は郵送 

※持参の場合の受付は開庁日の１７時までとし、郵送の場合は受付期間内必

着とする。 

（５）参加意思表明書を提出後に辞退する場合は、事前に電話連絡のうえで、令和８年６月  

２９日（月）１７時まで（必着）に、辞退届（様式７）を上記提出先へ提出すること。 

ただし、辞退届を提出した時点で、すでに提出した書類等は返却しないものとする。 

なお、参加辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いは行わない。 

 

８ 企画提案書ほか必要書類の提出                                         

参加意思表明書を提出した者は、次の書類を紙媒体で指定する部数と、電子データＰＤＦ（Ｄ

ＶＤ－Ｒにて提出）にて提出すること。書類はＡ４両面とすること。なお、提出した書類は返

却しない。 

（１）提出書類 

・募集申込書（様式３）  【提出部数：８部（本書１部、副書７部）】 

・事業者概要（様式４）  【提出部数：８部（本書１部、副書７部）】 

・企画提案書（任意様式）  【提出部数：８部（本書１部、副書７部）】 

※別紙「企画提案書提案課題（作成要領）」に基づき作成すること。 

※企画提案書は１０ページ以内とすること。また、添付資料（実物大の誌面デザイン案

など）を付す場合は、別途６ページまでとする。 

・業務実施体制（様式５）  【提出部数：８部（本書１部、副書７部）】 

・見積書（様式６）  【提出部数：８部（本書１部、副書７部）】 

※企画提案書で提案した内容（発行回数、ページ数の設定等を含む）及び仕様書に基づ

き、令和８年度委託期間の金額を算定すること。 

（２）提出期限：令和８年６月２９日（月）１７時まで（必着） 

（３）提 出 先：松江市立病院 資産経営課情報システム係 

（４）提出方法：持参又は郵送 

※持参の場合の受付は開庁日の１７時までとし、郵送の場合は受付期間内必

着とする。 



4 

 

９ 審査方法                                      

松江市立病院広報誌作成（全面リニューアル）業務委託プロポーザル審査委員会（以下「審

査委員会」という。）において審査を行う。 

（１）一次審査（書面審査） 

 企画提案書の提出が４者以上の場合のみ実施する。 

 ア 実施日（予定） 

  令和８年７月２日（木） 

 イ 実施方法 

  審査委員会が定める審査基準により書面審査を実施し、評価の合計点が高いものから３

者を選定する。ただし、評価順位が３位の者が複数ある場合は、同点になった者すべて

を選定する。 

 ウ 審査結果の通知 

  企画提案書提出者全員に対し、令和８年７月３日（金）（予定）に、電子メールにて通知

する。 

（２）二次審査（プレゼンテーション） 

  企画提案書の内容について、プレゼンテーションを実施し、受託候補者を選定する。 

ア 実施日（予定） 

令和８年７月９日（木） 

※詳細は、７月３日（金）（予定）に電子メールで通知する。 

   イ 出席者 

１者３名以内とする。 

ウ プレゼンテーションの方法 

 （ⅰ）プレゼンテーションは、提出書類に基づき、実施すること。 

 （ⅱ）PowerPoint 等を使用する場合は、必要な機材を参加者で準備すること。 

   （※モニター及びＨＤＭＩケーブルは発注者が用意する。） 

エ その他   

（ⅰ）プレゼンテーションは、企画提案書の受付順で実施する。 

（ⅱ）プレゼンテーションの時間は１５分以内、及び質疑応答１０分以内とする。 

（ⅲ）プレゼンテーションに参加しなかった提案者は失格とする。 

 

１０ 事業者の選定・審査・契約                                                

（１）選考方法と優先交渉権者の決定 

ア 審査委員会において、プロポーザル参加事業者からの企画提案等を審査し、以下の審

査内容により合計点数の最高得点を得たものを本業務の第一優先交渉権者として選定

する。次点は第二優先交渉権者とする。 

イ 評価点が同点の場合は、審査委員会の各委員の合議により決定するものとする。 
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ウ 評価点が満点（１００点）の６割（６０点）に満たない場合は、優先交渉権者として

選定しない。 

 

審査項目 審査の視点 配点 

①リニューアルの基本

方針・コンセプト 

• 魅力的な広報誌リニューアルの方向性が示されてい

る 

• 読者への価値提供が明確 

• 年間総ページ数・発行回数の制約を踏まえた「内容

拡充」の考え方が妥当 

２０点 

②企画・誌面構成案・

デザインイメージ 

• 読みやすさ・伝わりやすさの工夫 

• デザインの方向性（表紙・誌面のイメージ） 

• 読者への配慮、ユニバーサルデザイン 

• 病院のブランドイメージ向上への寄与 

• 効果的な広報展開に向けた将来性 

２５点 

③年間の発行計画 

• 年間の発行計画の妥当性 

• 年間総ページ数・発行回数が昨年度と同程度以下 

• 内容拡充と負担軽減のバランス 

• 自治会回覧への配慮 

１０点 

④制作スケジュール、

制作体制・役割分担 

• 制作スケジュールの現実性 

• 担当体制の明確さ 

• 病院側との役割分担の妥当性 

• 病院側の負担軽減策、業務支援の範囲 

１５点 

⑤類似・同種業務の実

績 

• 医療機関・自治体・その他の広報誌・広告などの制

作実績 

• デザイン・誌面サンプルの質 

• 担当範囲、行った工夫や成果の明確さ 

１５点 

⑤費用 

• 提案内容に対する費用の妥当性 

• 内訳の明確さ 

• 合理的かつ経費節減を意識した金額 

１５点 

計 １００点 

 

（２）審査結果 

ア 審査結果については、プレゼンテーションを行った者全員に対し、７月１０日（金）

（予定）に通知する。 

イ 松江市立病院ホームページにて結果を公表する。 

（３）契約 

発注者と第一優先交渉権者は委託契約の締結に向けた協議を行い、契約内容について合

意した場合は、契約を締結する。契約内容については、本要項及び仕様書、第一優先交渉

権者の提案書の内容を踏まえ、発注者と第一優先交渉権者が協議・調整のうえ決定する。 

なお、発注者が第一優先交渉権者と協議し、合意しなかった場合は、第二優先交渉権者

と協議を行う。 
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１１ その他の留意事項                                               

（１） 本プロポーザルへの参加に係る一切の経費は参加者の負担とし、提出書類は返却し  

ない。 

（２）次のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。 

 ア 期限を過ぎて審査書類が提出された場合 

 イ 提案上限額を超えた提案である場合 

 ウ 提出された書類に虚偽の記載があった場合 

 エ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

 オ 契約締結までに参加資格要件を満たさなくなった場合 

（３）企画提案書は１者１点に限る。また、提出後の審査書類の追加・修正は認めない。 

（４）提出書類は優先交渉権者選定のためにのみ使用し、他の目的には使用しない。 

（５）提出書類等の著作権は提案者に属すが、審査等において必要な範囲で複製を作成する場合

がある。 

（６）提出された書類については、松江市情報公開条例（平成 17年松江市条例第 14号）第 5条

の規定に基づき公開請求されたときは、同条例第 7条に定められた非公開情報を除き、公

開の対象とする。ただし、選定期間中においては、同条第 5号の規定に基づき、公開の対

象としない。 

（７）本事業の優先交渉権者には、契約の締結に至るまで守秘義務を求めるものとする。 

 

１２ 書類提出及び問い合わせ先                                              

〒690-8509 松江市乃白町３２番地１ 松江市立病院（がんセンター３階） 

松江市立病院 資産経営課 情報システム係  担当：永田、川合、柳田 

電 話：０８５２－６０－８０１２ 

ＦＡＸ：０８５２－６０－８００５ 

E-mail：koho@matsue-cityhospital.jp 

 


